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● 外来との大きな違い

　訪問診療と外来が決定的に異なる点は、言うまでもなく「こちら

から出向く」ということですが、口腔内や身体の状態にもかなり違い

があり、整理すると下表のようになります。

訪問診療の
役割とゴール

外来と訪問の違い

外 来 訪 問

診療環境 歯科医療の場 生活の場

患者の年齢 幼児から高齢者まで 主に高齢者

患者の健康状態 概ね良好 多くは有病者
（通院困難者）

患者との意思疎通 ほとんどは問題ない 意思疎通困難者が多い

コミュニケーション 1 対 1 1 対多

こちらに
どうぞ！

お邪魔
します…

2016（平成28）年度医科歯科連携の在り方に関する調査（厚生労働省）より改変

　これらは当然、歯科診療の目的や方法に関わるもので、中でも、

多くが有病者で機能障害も抱えていることは重要です。

　歯科訪問診療を実施した患者さんの全身的な疾患は、2016年の

厚生労働省の調査では脳血管障害が76.3％で最も多く、ついで認知

症が70.7％（下表）。また、高血圧性疾患や心疾患は約6割でした。

　通院困難になった原因（病気や機能障害）によって、求められる医

療が異なってくることにも注意が必要です。

！

※  「どのような疾患の患者に対して歯科訪問診療を
行ったか」の問いに対して、該当する疾患を回答

 n=481（在宅療養支援歯科診療所）

無回答 7.1

高血圧性疾患 63.6

心疾患 60.1

呼吸器疾患 45.3

糖尿病 49.3

悪性腫瘍 34.5

その他 13.9

脳血管障害 76.3

骨粗鬆症 40.1

慢性腎不全 30.6

摂食機能障害 38.9

認知症 70.7
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往診依頼の
電話があったら…

● マニュアル作成の勧め

　訪問診療では「初回訪問の前の情報収集」が非常に重要です。特に、

往診依頼の電話受付の時点で、適切な情報収集ができていないと実

際の現場で慌てることが多いからです。

　医院での電話対応は受付のスタッフにより行われるでしょうから、

右ページ表を参考にして、「往診依頼の電話の対応マニュアル」を整

備されることをお勧めします。

　「②通院困難な理由」は、稀に、歯科医師が来てくれるので便利だ

と思い、元気な方から依頼が入ることもあるため、確認が必要です。

　「③介護保険をお持ちですか？」と確認した後は、必ずケアマネ

ジャーの連絡先を聞きましょう。

　要介護認定の区分を聞き、その流れで「④ケアマネジャーさんとの

連携が必要になるので、連絡先の電話番号を教えてください」と言え

ば、自然に聞き出せます。

　そして、初回の訪問前に必ずケアマネジャーに電話を入れましょう。

　① 主訴の聞き取り

　② 通院困難な理由（病名）

　③ 介護認定を受けられているかの確認

　④ 担当ケアマネジャーの連絡先の確認

　⑤ 初回訪問時に立ち会う方の確認

　⑥ 氏名、住所、電話番号

　⑦ 訪問日時の調整

　⑧ 駐車スペースの確認など

　① 通院困難になった病名

　② 要介護度区分

　③ 利用されている介護サービス

　④ 主治医の連絡先

　⑤ 患者さんの代弁者の続柄と名前

　⑥ 介護保険と医療保険の説明

　⑦ 一部負担金は誰から受け取ればよいか、など

電話依頼時に確認すること

ケアマネジャーに確認すること

本人、家族、ケアマネジャーなどから依頼があったら…

訪問前に…
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よくあるトラブルと
予防・対策

最多トラブル最多トラブル 車椅子の操作ミス

誤嚥

器具等の落下、転倒3

2

1

● 訪問診療でのトラブル・ワースト3は？

　訪問診療では外来での常識が通用せず、トラブルの内容も異なり

ます。日本訪問歯科協会が把握しているトラブルのうち最も多いのが、

「車椅子の操作ミス」「誤嚥」「器具等の落下、転倒」です。外来と比べ

て診療機器の基本配置が異なっていることと、診療姿勢が確保しにく

いことがトラブルの背景にあるようです。

　この項では、訪問診療において特に多いトラブルとその要因、予防

策を紹介します。

1 車椅子の操作ミス

　最近の車椅子の中には、

背の部分がゆっくり倒れる

構造になっているモデルも

ありますが、患者さんが使っ

ている一般的な車椅子もそ

うとは限りません。

　そのため、後ろに倒そう

とレバーを操作した途端、患者さんがガクンと後ろに倒れてしまうと

いうトラブルが最も多いのです。間違っても、車椅子の背板の操作レ

バーをユニットのそれと同じように操作してはいけません。

　日本訪問歯科協会では、会員を対象に車椅子操作の実習を受けて

もらっていますが、院長はわかっていても、新人のスタッフには伝わっ

ていないことがあるために、このようなことが起こるのです。

予防策

　院長だけでなく、訪問診療に携わるスタッフは、必ず車椅子の操作

を練習しておく必要があります。また、背板の思わぬ動きに備えて、

アシスタントスタッフが背後に付くことが要求されます。

　車椅子の操作時には、「後ろに倒しますよ」と必ず声をかけるように

します。また、2人以上で見守りながら行うことも必要です。

2 誤嚥

　誤嚥は、もちろん外来でも起こり得る事故ですが、診療姿勢が確
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在宅患者訪問口腔リハビリ
テーション指導管理料
（訪問口腔リハ）

　訪問歯科診療を行う中で、患者・家族等への説明・同意により口

腔機能を評価し、管理計画に従って口腔機能のリハビリテーション

を行った場合に算定するものです。摂食機能障害を有し、継続的な

歯科疾患の管理が必要な患者について適用されます（下表）。

●  摂食機能障害を有する患者

　「摂食機能障害を有する患者」の規定は以下の通りです。

・�発達遅滞、顎切除および舌切除の手術または脳血管疾患等による

後遺症により摂食機能に障害があるもの

・�内視鏡下嚥下機能検査（VE）、または嚥下造影（VF）によって他覚的

に嚥下機能の低下が確認できるものであって、医学的に摂食機能

療法の有効性が期待できるもの

　また、「摂食機能障害を有する患者」に該当する患者であって、全

身的な疾患等により口腔機能の低下を認める患者に対して、口腔機

能の回復または維持・向上を目的として医学管理を行う場合にも訪

問口腔リハを算定します。

　口腔機能の低下を認めるとは、口腔衛生状態不良、口腔乾燥、咀

嚼機能低下、舌口唇運動機能低下、咬合力低下、低舌圧または嚥下

機能低下の7項目のうち3項目以上が該当する患者を指します。

● 口腔機能の評価と指導管理

　口腔機能の評価項目は、全身状態、口腔の状態、口腔機能、歯周

病検査の4項目となっています（次ページ上表）。

　指導管理内容は、歯周基本治療（プラークコントロール、機械的

歯面清掃、スケーリング等）と摂食機能障害に対する訓練（1カ月に

1回以上）からなり、歯科医師が1回について20分以上実施します。

必要に応じて主治医、または介護・福祉関係者等との連携を図るこ

とが求められます。残存歯数、施設基準により、加算が定められて

在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料
〈訪問口腔リハ〉

対象

① 歯科訪問診療料を算定した患者
② 摂食機能障害を有する患者
③ 継続的な歯科疾患の管理が必要な患者
※①～③すべての条件を満たす場合
※居宅療養管理指導を算定している月は算定不可

点数
1　10 歯未満 350 点
2　10 歯以上 20 歯未満 450 点
3　20 歯以上 550 点

算定回数 月 4 回まで
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